
瀬戸市保育所における保育の利用に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。  

令和５年３月２７日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第７号  

瀬戸市保育所における保育の利用に関する規則の一部を改正する規  

則 

瀬戸市保育所における保育の利用に関する規則（平成２７年瀬戸市規則

第１２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（保育の利用の申込み） （保育の利用の申込み） 

第２条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号。以下「支援法」という。）第２０条

に規定する認定（支援法第１９条第２号及び第

３号に掲げる区分に限る。）を受けた保護者（

以下「教育・保育給付認定保護者」という。）

が、保育所（法第３９条第１項に規定する保育

所をいう。以下同じ。）の利用を希望する場合

は、保育所等入所申込書（保育台帳）を、福祉

事務所長に提出し申し込まなければならない。 

第２条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号。以下「支援法」という。）第２０条

に規定する認定（支援法第１９条第１項第２号

及び第３号に掲げる区分に限る。）を受けた保

護者（以下「教育・保育給付認定保護者」とい

う。）が、保育所（法第３９条第１項に規定す

る保育所をいう。以下同じ。）の利用を希望す

る場合は、保育所等入所申込書（保育台帳）を

、福祉事務所長に提出し申し込まなければなら

ない。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 第１項の申込みには、支援法第１９条第２号

又は第３号に規定する内閣府令で定める事由に

該当することを証明する書類その他福祉事務所

長が必要と認める書類を添付しなければならな

い。ただし、前項の申請と併せて申込みを行う

場合において、既に必要と認める書類の提出が

３ 第１項の申込みには、支援法第１９条第１項

第２号又は第３号に規定する内閣府令で定める

事由に該当することを証明する書類その他福祉

事務所長が必要と認める書類を添付しなければ

ならない。ただし、前項の申請と併せて申込み

を行う場合において、既に必要と認める書類の



あったときは、これを要しない。 提出があったときは、これを要しない。 
  

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

 

 


